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令和５年度 市民税・県民税の特別徴収について 

 

 日ごろより市民税・県民税の特別徴収につきまして、格別なご理解とご協力

を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、本年度の市民税・県民税につきまして、地方税法第 41 条および    

第321条の４第１項ならびに伊勢市市税条例第45条の規定により、貴事業所を

特別徴収義務者として指定させていただきましたので、関係書類を送付いたし

ます。 

つきましては、事務取り扱い上留意していただく事項を、次ページ以降の 

「特別徴収の取扱いについて」に詳しく記載いたしましたので、諸事務ご多忙

とは存じますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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･令和5年度 個人市民税・個人県民税 領収証書・納入書・納入済通知書 

（不要の申し出のあった事業所におかれましては、納入書は同封していません。 

納入書が必要な場合は課税課市民税係までご連絡ください。） 
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特別徴収の いについて
１ 特別徴収について
特別徴収とは 

給与 者が の給与を に、給与の いを る納税

者が納 な れ ならない市民税・県民税を から 年の５ までの

12 に分 、給与から引き り、納税 者に わって納 ていただ

度です。 

特別徴収による納税 者 

 本年１ １ 、 市に 所を有している人の 、 年 に給与

の いを 、かつ本年４ １ 、給与の いを ている人、

または、 当等の いを る人をいいます。 

特別徴収 者とは 

 納税 者に して給与の いをし、また 当等の いの に

所得税の 徴収をする のある は、地方税法 市市税 

の 定により、市民税・県民税の特別徴収 者として 定されて 

いますので、当市から送達いたします 定通知書により、市民税・県民税

を徴収して納入する があります。また、 所得に係る市民税・県民

税は、 当等の 給 に徴収して納入する があります。 

 徴収する税額等は、納税 者に５ 31 までに通知することに

なっていますので、同 の「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収

税額の 定通知書（納税 者用）」を までに配付して ださい。 

なお、給与 告書の提出が 限後であった場合な は、 通知書

での通知となる場合があります。 

２ 納入方法
の徴収方法 

 同 の「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の 定通知書

（特別徴収 者用）」により 分の 割額を に 給する給与から、

分 の 割額は から 年５ まで 給する給与から徴収

して ださい。 

納 限 

 徴収した税額は、 10 （10 が ・ 、または にあたる

場合は次の ）までに、 金 等を通して市に納入して ださい。 

納入場所 

・ 市 所収納 課、 総合 所生 課( )、 

所 

・ 金  

定金  行 

収 納   

金    

行、 行、 行、 

用金 、 金 、 

同 合、 本 用 同 合 合  
上記の金 は 用いただ ます。 

行（ ・ 知・ ・ の 県 の 

行 ） 

・ 知・ ・ 外の 行 を

用される場合は、 に「公金に する

行・ 定通知書」（ 22）を 行・ 

に の上、納入して ださい。 

特別徴収の納入にあたっては、 は 用いただ ま 。 

での納入を する場合は、

2 を ださい。 

Ａ を 用している場合は、 通納税 により納付いた 

だ ことができます。 用 きについては Ａ の

を ださい。 

納 限までに納入しなかった場合（ 金と 納 分） 

 金は、納 限の から納入 までの の に 、納入金額

に年 1 ％（納 限の から１か を する までの については、  

年 3％）の割合（当該 の する 年の 年に 税特別 法 3    

２ に 定する 均 付割合に年１％の割合を 算した割合（ 下「 金 

特 割合」とい 。）が年 3％の割合に満たない場合には、その年 に

おいては、年 1 ％の割合にあってはその年にお る 金特  

割合に年 3％の割合を 算した割合とし、年 3％の割合にあっては 

当該 金特 割合に年１％の割合を 算した割合（当該 算した 

割合が年 3％の割合を超える場合には、年 3％の割合）とします。）を て

計算した金額です。 

また、 を た場合は、その が られた から 算して 

10 を した までに 納されなかった場合には、特別徴収 者が

納 分を ることがあります。 
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納 の特

の いを る （伊勢市 に 所を する納税 を ）が

10 の事業所に り、 額を に て納入する が

できる特 が ります。

納 12 11 （ ） 6 10 （ ）

納入する

額

1

（ か ）

12

（ か ）

特 を希望される事業所は 特別徴収税額の納 の特 に関する申請書

（ 20）を してください。 いただいた の の税額か 納

特 に し、 て承認書等の を 付します。（すでに特 の承認を

ている事業所は していただく必要は りません。）

なお、納 の特 の 用 、 の いを る が 10

でなくな た場合には、 特別徴収税額の納 の特 の要 を いた場合

の 書 を なく してください。

ご 明な がご いました 、 税 市民税 までご連絡ください。

納税 の き
納税 が した場合 （記入 を ・ ・16 に記 ）

納税 が ・ ・ 等の に り、税額を か 徴収で

きなくな た場合は、 した の 10 でに ・

特別徴収に る 所 書（ 12）を必 してください。

が れます 、 の 額 に納入した 額に 額が 、

納が れ の発 を行 場合が ります。

事 の記入に いて

の が、 、 、 、 のほか、 用で

事業所で特別徴収されている が されない が る

（または、 ききれない） 事業 従 の に する場合で  

ない 徴収に り える はできません。 の事 で する

に 及び をしてください。（ しくは 6 の 市民税・

県民税の か の特別徴収に いて 及び ・1 ・16 の記入 をご くだ

さい。）

の い

特別徴収されていた納税 が、 等に り の いを

なくな た場合、 徴収税額を納入する は の なります。

徴収

納税 が納付書等に り、 納付する です。 徴収税額

を の納 （ ・ ・10 ・ の ）に て納税

します。

徴収

   徴収税額を 等か して徴収する です。

に り の に なります。

納税 が か 0 までの間に など

の いを ない な た場合には、 税 1 の

に り 徴収の申し がなくて 額の 額を し

て徴収していただく になります。 徴収税額を超える また

は 等が れる場合は、 徴収税額を して徴収し

10 までに納入してください。

等された 、 される （ など）の 税に いて

等された 、 される場合は、納税 などが なる

をご 明いただき、 徴収税額の 徴収にご をお い

します。

なお、 徴収されない場合は、納税 （ される に

り納税 書などの り の納税を行 ）を の 、

市民税・県民税納税 承認申請書 の が必要です。

しくは、 税 市民税 までご連絡ください。

・ の場合  （記入 を 5 に記 ）

または する が しい において き き特別徴収を

される場合は、 の事業所 連絡・確認の え、 の事業所か

・特別徴収に る 所 書 （ ）を

してください。

なお、 書にはマ ンバー（ ）を記 していただく

にな ていますが、事業所間でマ ンバー（ ）の連絡を

する はできないた 、 書は に 付する なく、

納税 か の申し に り

徴収する。

納税 か の申し の

にかか 徴収する。

6/1 1/1 /

　　　　　　　※この場合の「転勤」とは、関連事業所との間で行われる
勤務地の変更を伴うものをいいます。関連事業所ではない事業所への転
職は該当しません。
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か 特別徴収を希望される場合 （記入 を 8 に記 ）

か たに特別徴収を希望される場合は、 特別徴収 の

書 （ 7）を してください。

※ 特別徴収 の 書 ・特別徴収に る 所

書 の様式は伊勢市 か ン ードできます。

特別徴収税額の
・ 等の や税額 に り納税 の特別徴収税額に

が た場合には、 所 等に る市民税・県民税 特別徴収税額の

書 を 付します。 の の納入 い

ので 納入 の に に て納入

て い （納入書の は 5 を参 。なお、すでに納入書を て使用

され、お に納入書がない場合は 税 市民税 までご連絡ください。）

なお、 市 の

なります。

所 に る市民税・県民税の特別徴収
所 （ 等）に る市民税・県民税は、所 税の場合 様

に の所 別して、 等の いの に が税額を し、

等の 金額か の税額を し いて納入する されて

います。ただし、 に り れる 等は市民税・県民税が

税されません。

納税

した の 、伊勢市に 所を し、 等の い

を る です。

所 額

所 額

0 下の場合 40 万円 （ 0 万円 は 80 万円）

0 を超える場合 800 万円 0 万円 0

に の が る場合は、 に り ます。

に にな た に り した 認 れる きは、 記

の 額に 0 万円が されます。

所 の金額 0 円 の て

所 金 収 金 所 ]

所 課税

年
所 金

300 円 300 円

役 5 年
1/2 課税

課税

税課2/1年5

役
5 年 課税

5 年 1/2 課税

所 係 市民税 県民税

所 金 ６ （税 ） 市民税所 （ 1 0 円 ）

所 金 （税 ） 県民税所 （ 1 0 円 ）

納入

特別徴収した税額を、別 の 市民税 県民税 領収証書・納

入書・納入 書 の 所 に記入し、徴収した の の 0

までに納入してください。また、 の 市民税・県民税 納入申 書

には所要事 を必 記入してください。（記入 を 5 に記 ）

なお、 事業 の が 所 に る市民税・県民税を納入される

は、納入申 書の り いが なります。 しくは 税 市民税 までご

連絡ください。

等の
等 円 4 か （ て 5 ）

所 に る市民税・県民税額を

所 額

0円 0円 5 0 0円

所 の金額

円 0円

円  0円 の て 0円

所 に る市民税・県民税額

市民税所 額 0円 0円

0円 て 0円

県民税所 額 0円 0円

0円 て 0円

事業所か 市 していただく お いします。
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〇〇 株式会社 *************所 等に る市民税・県民税 特別徴収税額の ・ 書の （特別徴収 用）

指定
番号

宛名
番号

市町村
コード

受給者
番 号

特別徴収
税 額１２３４５６７８ ２ ２４２０３９ ００２ ６０

伊勢市○○２丁目□□番□□号

住 所

伊勢　花子

氏 名 個 人 番 号

０００

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 変更月 月

6月分
7月分
8月分
9月分

納

付

額

５０００
５０００
５０００
５０００

５０００
５０００
５０００
５０００

2月分
3月分
4月分
5月分

５０００
５０００
５０００
５０００

（摘要）

指定
番号

宛名
番号

市町村
コード

受給者
番 号

特別徴収
税 額１２３４５６７８ １ ２４２０３９ ００１ １８０

伊勢市○○町○○番○○号

住 所

伊勢　太郎

氏 名 個 人 番 号

０００

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 変更月 月

6月分
7月分
8月分
9月分

納

付

額

１５０００
１５０００
１５０００
１５０００

10月分
11月分
12月分
1月分

10月分
11月分
12月分
1月分

10月分
11月分
12月分
1月分

10月分
11月分
12月分
1月分

１５０００
１５０００
１５０００
１５０００

2月分
3月分
4月分
5月分

１５０００
１５０００
１５０００
１５０００

（摘要）

指定
番号

宛名
番号

市町村
コード

受給者
番 号

特別徴収
税 額１２３４５６７８ ３ ２４２０３９ ００３

伊勢市○○３丁目△△番△△号

住 所

課税　正　

氏 名 個 人 番 号

０

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 変更月 月

6月分
7月分
8月分
9月分

納

付

額

　０
　０
　０
　０

　０
　０
　０
　０

2月分
3月分
4月分
5月分

　０
　０
　０
　０

（摘要）

指定
番号

宛名
番号

市町村
コード

受給者
番 号

特別徴収
税 額１２３４５６７８ ４ ２４２０３９ ００４ １２０

伊勢市○○４丁目◇◇番◇◇号

住 所

課税　正子

氏 名 個 人 番 号

０００

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊ 変更月 月

6月分
7月分
8月分
9月分

納

付

額

１００００
１００００
１００００
１００００

１００００
１００００
１００００
１００００

2月分
3月分
4月分
5月分

１００００
１００００
１００００
１００００

（摘要）

指定
番号

宛名
番号

市町村
コード

受給者
番 号

特別徴収
税 額

住 所 氏 名 個 人 番 号

変更月 月

6月分
7月分
8月分
9月分

納

付

額

指定
番号

宛名
番号

市町村
コード

受給者
番 号

特別徴収
税 額

住 所 氏 名 個 人 番 号

変更月 月

6月分
7月分
8月分
9月分

納

付

額

三重県伊勢市岩渕１丁目○番△△号

年度　給与所得等に係る市民税・県民税　特別徴収税額の　決定 ・ 変更　通知書（特別徴収義務者用）

・決定通知書には、特別徴収の対象者となった納税義務者全員を記載します。
・変更通知書には、税額変更や異動があった納税義務者のみ記載します。
・記載される納税義務者は、カナ氏名順です。並び順を受給者番号順に変更
したい場合は、給与支払報告書提出時に必ず受給者番号を記入いただき、並び
順を受給者番号順に希望する旨ご連絡ください。

特別徴収義務者名 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊＊＊

516－0037

株 式 会 社 伊勢市

（１２３４５６７８）

氏 名 又 は 名 称

株 式 会 社 伊 勢 市

個人番号又は法人番号

非課税

　地方税法第４１条及び第３２１条の４（第３２１条の６）第１項並びに市税条例第４５
条の規定によって、　　　　　年度給与所得等に係る市民税及び県民税の特別徴収税額
を下記のとおり決定（変更）いたしましたので通知させていただきます。また、この通知書
の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受けとった日の翌日から起算して３か月以内
に市長に対して審査請求をすることができます。この特別徴収税額の決定の取消しを求める
訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を
被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することができます。
　なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することができないこととされていますが、①審査請求があった日から３か月を経過し
ても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避
けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があると
きは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

三重県 伊勢市

特別徴収税額

6月分
7月分
8月分
9月分

月

割

額

人 数 納 付 額

10月分
11月分

３００００
３００００
３００００
３００００
３００００
３０

３
３
３
３
３
３ ０００

３００００
３００００
３００００
３００００
３００００
３０

３
３
３
３
３
３ ０００

３
人 数 納 付 額

1月分
2月分
3月分
4月分
5月分

12月分

課 税 人 員 非課税人員
３６００００ 1

納税義務者の特別徴収税額の合計額です。

特別徴収税額の変更や、
納税義務者の異動があった
場合、「摘要」欄にその事由
が記載されます。

・納税義務者個別の特別徴収税額です。各月分の金額は
翌月10日（10日が土日祝日の場合は翌営業日）までに
納入いただく必要があります。納期限に間に合うよう、
特別徴収税額を給与から引き去りしてください。
・納税義務者の税額変更や異動があった場合は、「変更
月」欄に変更開始月が記載されます。誤納付をされな
いよう、変更後の税額をご確認の上、P23～25の記入例
を参考に納入書を修正し納入してください。

特別徴収義務者指定番号です。通知書の
内容についてお問い合わせいただく際は、
こちらの番号をお伝えください。
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税 （ ５年度 適用）

入金等特別税額控除の し 

 所得税で 入金等特別税額控除の適用を た方で、所得税から控

除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、市・県民税

から控除することができます。 

 入金等特別税額控除の適用者 者の所得 が合計所得金額

2,000 万円 下（ 3,000 万円 下）となります。 

また、合計所得金額 1,000 万円 下の者につき、 5 年 12 31

に を た の が 0 上 50 未満であ

る となります。 

さらに、 入金等特別税額控除の適用 限が され、 年 12

31 までに入 した方が となります。 

市・県民税にお る 入金等特別税額控除限度額は次の のとおり

です。 

市・県民税の 入金等特別税額控除限度額 

入 した年  

21 年 1 ～ 

2 年 3  

まで 

2 年 ～ 

3 年 12  

まで 

（ 1） 

年 1 ～

年 12  

まで 

（ 2）（ 3） 

入金等

特別税額控除

限度額 

,500 円 13 ,500円 ,500 円 

（ 1） の の額または 用の額に まれる 税の税率が8％

または 10％の場合に限ります。それ 外の場合は、 21 年

1 から 2 年 3 までに入 した方と同 になります。 

（ 2） 年 に入 した方の 、 の の額または 用の

額に まれる 税の税率が 10％かつ一定 に の

得等に係る を した場合は、 2 年 から 3

年 12 までに入 し、（ 1）の を満たす場合の控除限度

額と同 となります。 

（ 3） 年 に を る （ 記上の が同年

30 の のを除きます。）または を ない

で 記上の が同年 1 の については、

一定の に適合している場合に限ります。 

（ ） の の額または 用の額に まれる 税の税率が

10％の場合に限ります。それ 外の場合で、 3 年 12 31

までに入 した方は、控除 が 10 年となります。 

（ 5） は 2年 10 1 から 3年 30 までの

に、分譲 な は 2 年 12 1 から 3 年 11 30

までの に する があります。 

（ ） の場合、控除 は 10 年となります。 

（ ） 一定の を満たさない の場合、控除 は 10 年

となります。 

入金等特別税額控除の適用 等について し は、国 通

「 税」で 。 

市・県民税 課税  

 民法の 年年 の引き下 に い、 5 年度から、1 1 （ 課

） で 18 歳または 1 歳の方は、市・県民税が課税されるか かの

において未 年者に当たらないこととなりました。 

未 年者の 年  

年度まで 5 年度から 

20 歳未満 

（ 年度の場合、 1 年 

1 3 に生まれた方） 

18 歳未満 

（ 5 年度の場合、 1 年 

1 3 に生まれた方） 

入金等特別税額控除  

入 した

年  

21 年

1 から

年

まで 

年

10 から

2 年

12 まで 

3 年

1 から

年

12 まで 

5 年

1 から

5 年

12 まで 

年

1 から

年

12 に 

入  

控除  

10 年 13 年 

（ ） 

13 年 

（ ）

（ 5） 

13 年 

（ ） 

13 年 

（ ）

（ ） 
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お せ
市民税・県民税の か の特別徴収に いて

の いを る納税 の市民税・県民税は、 に り、所

税の 徴収 様に、 して特別徴収 （事業 ）が

ート・ア ト ての納税 の か 特別徴収（ き

り）し、納税 に て市 納 る必要が ります。（ 税

41 、 321 の 及び 328 の ）

県 県 市 では、 要 に する事業 の さまに市民税・

県民税の か の特別徴収の を しています。 して下記の

に しない場合は特別徴収 なりますのでご注意ください。

ただし、 書 で、 の に下記 に し、

特別徴収できない納税 がいる場合は、 ・特別徴収に

る 所 書 （ ）を してください。

※ を 用して 書を される場合、 記 の

に てはまる は、 事 の を してください。場合

に てはお い合 せをする が りますのでご了承ください。

市民税・県民税の 金か の特別徴収 に いて
21 10 の 金か 、市民税・県民税を特別徴収（ き

り）する が まり、 なる は、 金に する税額を か

特別徴収する ができなくなりました。

の の において、 民 金 に く 金等の

いを ている 65 の が なります。

に る電 申 に いて
eLTAX は、 ン ー トを 用して、 税に関する きを行

たり、 税 納税 ス （ 民税（特別徴収 ）などを の

に して、 の で電 に納税する ができる ス ）を

用して、 税の納税を行 ができる ス です。

伊勢市にお る電 申 の

・ 書・特別徴収に関する き

・ 市民税申 書・

・ の申 き など

伊勢市にお る電 納税の 税

・ 民税（特別徴収 、 所 に る納入申 ）

・ 県民税、 事業税、 特別税、事業所税、

市 民税、入 税、た 税　など

※ て eLTAX を 用する場合は、eLTAX の ー ー か 用 を

行 必要が ります。 しくは、eLTAX の ー ー をご ください。

ご 明な 等が りました 、 く るご をご ください。

（https://eltax.custhelp.com/）
・     ・    ・    ・

・ の （ の 、 、 のい れかに する ）

用で 事業所で特別徴収されている

が されない が る（または、 ききれない）

事業 従 の （ただし 納税 が事業 従 の の場合に る）

税に する 所 の 徴収 または 金等の 徴収 に

いて、 または ス 等に る が 付 れる ※)

に いては、 26 に の 書、 金等

の 書等に いて、 または ス 等に る が

付 れています。

なお、 に れ れ の る 徴収 書は

して、 で に する ができます。

※ 3 1 1 に する 書及び 金等の

書に いては、 する の に税 に する 徴収 の

が 100 の場合、 は ス で する が

ります。

の

3 5

徴収 税 100 90 は

ス

書 100 90 は

ス

に する 書の は、 3 に

お る 徴収 の が 100 かで します。

エ ス （ ttps://www.eltax.lta.go.jp/）

、 税、
税　など



7

1 納税 者
納 税 者 納 る 税 額 

1 1 （ 課 ）に 市に 所がある人 均等割額と所得割額の合計額 

1 1 （ 課 ）に 市に 所・ 所

または を有し、 市に 所がない人 
均 等 割 額 

２ 課税者
（１） 年 に所得を有しなかった人 

（２） ５年１ １ 、次に該当する場合 

・生 法の 定による生 扶 を ている人 

・障害者、 とり親、 または未 年者で、 年 の合計所得金額が

135 万円 下の人 

（３） ５年１ １ に した人 

（４） 課税限度額 下の人（下 の扶養人 には、同一生計配偶者 1

歳未満の扶養親族を ます） 

扶養なし 扶養あり 

均等割 課税 
年の合計所得金額が 

38 万円 下 

年の合計所得金額が 

28 万円×(本人＋扶養人 )＋10 万円＋1 万 8 円

下 

所得割 課税 
年の総所得金額等が 

5 万円 下 

年の総所得金額等が 

35 万円×(本人＋扶養人 )＋10 万円＋32 万円  

下 

３ 税額計算のし
市民税・県民税には、市民の さ に均等に していただ 「均等割」

と、所得に て をしていただ 「所得割」があります。 

５年度の市民税・県民税は 年（ ４年） の所得を として、

次の方式により計算した のです。 

（１）所得控除額
控除の  控除額 

雑 控除 

引 額 総所得金額等×10％＝Ａ 

引 額の 害 出の金額 5万円＝  

Ａまたは のいずれか い方の金額 

引 額＝ 害金額 金等で て される金額 

控除 

った の金額 金等で て される金額 

（「10 万円」または「総所得金額等×5％」のいずれか ない方の金額）

控除額の上限 200 万円

控除 

の 特  

この特 と上記の 控除は、 らか一方の 適用です。

った 入 の総額 金等で て される金額 12,000 円

控除額の上限 88,000 円

控除
った の 額 

の 国民 、後 者 、国民年金、 等

等

金 控 除 

った 金の 額 

の 金 度 度、 定 出年金 度、 障害者扶養 度

生 控除

（ 2 1 1 分） （ 23 12 31 分）

額（Ａ） 控除額 額（ ） 控除額 

12,000 円 下 （Ａ） 額 15,000 円 下 （ ） 額 

12,001～32,000 円 ( )×1/2＋ ,000 円 15,001～ 0,000 円 ( )×1/2＋ ,500 円

32,001～5 ,000 円 ( )×1/ ＋1 ,000 円 0,001～ 0,000 円 ( )×1/ ＋1 ,500 円

5 ,001 円 上 28,000 円 0,001 円 上 35,000 円 

生 の「一 生 」・「 人生 」・「 」

の 区分でそれぞれの控除額を計算し、 区分にお る控除額を合

計します。 

「一 生 」・「 人年金 」の 区分において、 ・

方の控除額を計算する場合は、 区分にお る控除額の上限

は 28,000 円です。 

生 控除 体の控除合計の上限 0,000 円

地 控除

地  害  

額（Ａ） 控除額 額（ ） 控除額 

50,000 円 下 （Ａ）×1/2 
5,000 円 下 （ ） 額 

5,001～15,000 円 ( )×1/2＋2,500 円

50,001 円 上 25,000 円 
15,001 円 上 10,000 円 

「 害 」とは、 または が 10 年

上で、満 金がある のをいいます。 

地 控除 体の控除合計額の上限 25,000 円

市民税
所得割
の税率

調整
控除

税額
控除

配当・
株式
控除額

市民税
均等割額

(2) (3) ( ) 3,500円

県民税
所得割
の税率

調整
控除

税額
控除

配当・
株式
控除額

県民税
均等割額

(1) (2) (3) ( ) 2,500円

総

所

得

金

額

－ ＝

－

所

得

控

除

額

－

－

課

税

所

得

金

額

×

×

算出
所得
割額

算出
所得
割額

＝

＝ －

－

－

＝

＝

年

税

額

市民税
所得割額

県民税
所得割額

＋

＋

％

４％

５年度 市民税・県民税について
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関連の所
の 市・県民税 額

・

・

り

・

の 額
額

の 額
額

・

等

26 万円 1万円

の

26 万円 1万円

26 万円 1万円

（特別 ）
30 万円 10 万円

り 30 万円
5万円

1万円（ 特別 ） 等
53 万円 22 万円

※ の に記 の が で る場合に り 用される

です。

にお る 等 には、 ・16

の を ます。

の の 額
額

1

1
33万円 5万円

特 1 45万円 18万円

S28.1.1 38万円 10万円

等 S28.1.1 45万円 13万円

※ の なる は、合 所 金額が 48万円 下で、

1 1 1 まれ（ 6 ）の をいいます。

※ 等 は、 の 、納税 や の

の で、 を する をいいます。

※ 1 まれ（ 6 ）の に いては、

の はなりませんが、 や市民税・県民税

税 等に するた 申 が必要です。

合 所 金額 額

2,400万円 下

2,400万円超 2,450万円 下

2,450万円超 2,500万円 下

※納税 の の合 所 金額が 2,500 万円を超える場合、

は 用されません。

の 額

・

特別

の 及び

の の

合 所 金額

納税 の の合 所 金額

0万円 下
0万円超

50万円 下

0万円超

1,000 万円 下

額
額

額
額

額
額

（ ） 4 8 万 円

下

33万円 5万円 22万円 4万円 11万円 2万円

（ ）
38万円 10 万円 26万円 6万円 13万円 3万円

特
別

48万円超

50万円
33万円 5万円 22万円 4万円 11万円 2万円

50万円

55万円
33万円 3万円 22万円 2万円 11万円 1万円

55万円

100万円 下
33万円 22万円 11万円

100万円超

105万円 下
31万円 21万円 11万円

105万円超

110万円 下
26万円 18万円 万円

110万円超

115万円 下
21万円 14万円 7万円

115万円超

120万円 下
16万円 11万円 6万円

120万円超

125万円 下
11万円 8万円 4万円

125万円超

130万円 下
6万円 4万円 2万円

130万円超

133万円 下
3万円 2万円 1万円

※ （ ） は、 が 28 1 1 まれ（

）の場合に 用されます。

※納税 の の合 所 金額が 1,000 万円を超える場合、

・ 特別 のい れ 用されません。

※ の の合 所 金額が 133 万円を超える場合、 特別

は 用されません。

43万円

2 万円

15万円
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（ ）
19 の税 に い る所 税 市民税・県民税を合 せた

税 が、所 税 市民税・県民税の 額の に り しない

、 の納税 の に て市民税・県民税所 額を

額します。

なお、合 所 金額が 2,500 万円を超える場合、 は 用されま

せん。
合 税所 金額が 200 万円 下の の のい れか さい額の 5% 

5万円 + 額の の合 額 合 税所 金額

合 税所 金額が 200万円超の の 式に る（2,500 円 な た場合は 2,500 円）

{ 5万円 + 額の の合 額 （合 税所 金額 0万円） の 5% 

※ 合 税所 金額 は、 税 額の 合 税 、 所 及び 所

の合 額です。

※ 額の は、 関連の所 の 額 をご参 ください。

※ された 額を、市民税 、県民税 2/5に します。

（ ）税額 額

所 を 合 税 に て申 した場合、 所 に し下記の

合を た額を市民税・県民税の所 額か します。
税所 金額 1,000万円 下の 1,000万円超の

市民税 県民税 市民税 県民税

%6.0%8.0%2.1%6.1等の

証

等

等証 0.8% 0.6% 0.4% 0.3% 

等証 0.4% 0.3% 0.2% 0.15% 

入金等特別税額

所 税の ーン 額が所 税で しきれなか た場合、下

記 で た額を市民税・県民税の所 額か します。

市民税・県民税にお る の 用は、 21 か 7 まで

に入 した に ります。（特 等に る 入金等は

になりません）
の のい れか さい額が ※1。ただし、9.75(13.6 ※ 万円

が 用 額。
：所 税の ーン 額の 所 税において しきれなか た額

：所 税の 税 所 金額等の額に 5/100(7/ ※ を て た額

※ の 用は 21 か 7 12 31 に入 した に ります。

※ 26 4 1 か 3 12 31 までの間に入 し、 に る 税等の税

が 8 は の特 、特別特 、特 、特別特 、特 特別特 の場合。

または、 4 に入 した の 、 に る 税等の税 が か 3 9

までに した特別特 、特 特別特 の場合。

特別特 、特 、特別特 、特 特別特 11 13 まで税

入 3 の額または ーン の のい れか ない額を に 記アま

たは のい れか さい額。

金税額

県・市 、 県 金会・ 社 県 、伊

勢市または 県が で した 合 額が 2 円を超える

を行 た場合、下記 を市民税・県民税の所 額か します。

県・市 （ るさ 納税）した場合、下記 の 額

に の 額が され、 るさ 納税 ンスト 特 を 用する

場合、さ に の 額が されます。

額

額 （ 金 額 2 円）

（市民税 、県民税 ）

※ 金 額は、 所 金額等の が です。

※ の場合、伊勢市の が した は 。 県の が

した は なります。

特 額

（ るさ 納税）

特 額（ ） （ 県 は市 に した金額 2 円）

（ 所 税の 税 ）

市民税特 額 （ ） 、県民税特 額 （ ）

※特 額は、市民税・県民税所 額の が です。

※ 所 税の 税 は、 の所 税にお る い税 （

）です。なお、 ・ 等の 用に

り、 金 額の の所 税の 税 が し、所 税 市

民税・県民税の 金 の合 額が 額 2 円 な ない場合

が ります。

申 特

額

（ るさ 納税

ンスト 特 ）

るさ 納税 ンスト 特 が 用される場合は、所 税か

の は発 せ 、 記 の特 額に れ れ下 に る

合を て た金額が、 記 ・ に えて市民税・県民税の所 額

か されます。

税 所 金額 額の の合 額 記 に る 合

195万円 下 5.105/84.895 

195万円超 0万円 下 10.21/79.79 

330万円超 5万円 下 20.42/69.58 

695万円超 0万円 下 23.483/66.517 

703.65/396.33超円万009
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《外国税額控除》

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれな

いときは、まず県民税の所得割額から県民税控除限度額を限度として控除

します。さらに控除しきれない額があるときは、次に市民税の所得割額か

ら市民税控除限度額を限度として控除します。 

所得税控除限度額（Ａ） 市民税控除限度額 県民税控除限度額 

その年分の その年分の国外所得金額

所 得 税 額 その年分の所得総額 
（Ａ）×18％ （Ａ）×12％ 

（４）配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
一定の上場株式等の配当またはその売却益については、「配当割」また

は「株式等譲渡所得割」として５％（市民税３％・県民税２％）の税率で

市民税・県民税が特別徴収（天引き）されていますが、これらの所得が申

告された場合は所得割により課税し、「配当割額」または「株式等譲渡所

得割額」を市民税・県民税それぞれの所得割額から控除します。 

また、それぞれの所得割額から控除することができなかった場合は、他

の所得割額または均等割額に充当、還付または未納に係る地方団体の徴収

金に充当されます。  

ただし、これらの控除の適用は、納税通知書が送達されるまでに提出さ

れた申告書に所定の記載がある場合に限ります。

区分 市民税割合 県民税割合 

配当割額または株式等譲渡所得割額（Ａ） （Ａ）×3/5 （Ａ）×2/5 

（５）所得金額調整控除
下記に該当する場合は、給与所得の金額から所得金額調整控除が控除さ

れます。 

① 給与収入金額が 850 万円を超え、下記のａ～ｃのいずれかに該当

する場合 

ａ 本人が特別障害者に該当する者 

  ｂ 23 歳未満の扶養親族を有する者 

  ｃ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者 
計算方法 

（給与の収入金額（上限 1,000 万円）－850 万円）×10％ 

② 給与収入と公的年金等収入の双方がある場合 

   給与収入と公的年金等の収入の双方があり、それらの所得金額の合

計額が 10 万円を超える場合は、給与所得の金額から次の算式で計算

した金額が控除されます。 

   なお、上記（１）の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適

用後の金額から控除されます。 
計算方法 

給与所得控除後の給与等の金額＋公的年金等に係る雑所得の金額－10 万円 

(上限 10 万円)         (上限 10 万円) 

× ＝ Ａ 
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に

☆伊勢市 新様式について

り 伊勢市 ご いただく下記申請書 に いては、

伊勢市の 様式をご使用いただきます お いいたします。お を

おか いたしますが、記入 をご参 の えお きをしていただきます

お いいたします。

・ 特別徴収に .12

・ 特別徴収 の .17

・ 特別徴収に .12

・ 特別徴収 の .17

・ 特別徴収 ・ .19

・ 特別徴収税 の納 の特 に .20

・ 特別徴収税 の納 の特 の い の .21

の事業 に いては、 の記 が必要です。

・ .22

マ ンバー・ を記 いただく必要は りません。

・ 市民税 県民税 納入 （ に 市県民税納入 ）

納付書

マ ンバー・ の記 が必要です。

マ ン ーの い の について

について

マ ンバー（ ）・ の 用が された に り、ご

いただく 書 に いて、マ ンバー・ の記 が必要な の

が ります。 特別徴収事 の り に る書 に いて 記 が必要

なる のが りますので、ご注意ください。

　マ ンバー・ の記 が必要です。

　また、 の 書を される は、事業所間でのマ ンバー

の連絡ができないた 、 書は に 付する なく、

事業所か 市 していただく お いします。

※ 事業 の が 所 に る市民税・県民税を納入される は、

マ ンバーの り いが なります。納入申 書記入 に 税

市民税 （ ）特別徴収 までご連絡ください。

　 書 などに し、納税 か マ ンバーの を

れない場合で 、 にマ ンバーを記 しないで書 を

せ 、マ ンバーの記 は （ 税 、所 税 等）で

れた で る を え、 を てください。

　 れで なお を れない場合は、 を た 等を記

・ するなどし、 なる でない を明確にしておいて

ください。

　 等の記 がな れ 、マ ンバーの を てないのか、

るいは を たのに したのかが 別できません。特

の か 、 等の記 をお いいたします。

　 事業 のマ ンバーを記 して書 を される は、

事業 の マ ンバー ードの のコ ー 、 るいは ー

ドのコ ー 証などのコ ー などの 付 は が必要

なります。

　また、 いただいたマ ンバー確認書 、 確認書 に き

ましては、マ ンバー確認 、 ー をいたします。
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(ア)特別徴収税額（ 税額） ( )徴収 額（納付 額） ( ) 徴収税額 （ア） （ ）

か まで

※納入書に記 の を記入

の
い

れ
か
の

事

を

し
て
く
だ
さ
い

税
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

の 書を 特別徴収 で しているが、 に り の徴収 を 徴収に する場合は してください。

1.

2.

3. 4. （ a. 用 b. 額・ c.事業 従 の ）

しい （特別徴収 ）

か まで

※納入書に記 の を記入

円

（マ ンバー）

は

円 円

徴収

特別徴収
　 　 　

フ

所

納入 で納入します。

徴収 を してください。

、行 ている特別徴収の徴収 を する場合は してください。 、特別徴収を行 ている を記入してください。

した の 書の を記入してください。

a cのい れかに〇 ※
徴収（ 納付）

・ ・

して した の 書の徴収 を 特別徴収 か 徴収 に します。

特別徴収

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が る は か 税額が ききれない が る場合。
※ 事業 従 の は、 従業 が事業 従 の の場合に る。

徴収

フ

の

所　 　

徴収（ 納付）

は

（ い れかに〇）

、は）（額税たし収徴

特
別
徴
収

所

電
話

1.明  2.
3.  4.

　 　所　 　

付

連
絡

     -

は

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

　 しい は、 額 円を

（ 10 納入 ）か 徴収し、

納入する 連絡 です。

納入書の要
（ の場合の 記 ）

所　 　

-

フ

は　　 　　

伊　勢　市　

( )

、特別徴収を行 ている (6 5 )の市県民税の徴収 を下記の おり します。

（　 　　）

　　　　 　 　　　

の 所
　

（マ ンバー）

に ※必要 に て は伊勢市 ー
　 ー か してください。特別徴収

か

を

記入
1.　必要 2.　 要

特別徴収
　 　 　

連

絡

所

電 話
- -

（　 　　）

※市記入
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(ア)特別徴収税額（ 税額） ( )徴収 額（納付 額） ( ) 徴収税額 （ア） （ ）

か まで

※納入書に記 の を記入

の
い

れ
か
の

事

を

し
て
く
だ
さ
い

税
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

の 書を 特別徴収 で しているが、 に り の徴収 を 徴収に する場合は してください。

（ a. 用 b. 額・ c.事業 従 の ）

しい （特別徴収 ）

か まで

※納入書に記 の を記入

円

（マ ンバー）

は

、行 ている特別徴収の徴収 を する場合は してください。 、特別徴収を行 ている を記入してください。

徴収（ 納付）

円 円

徴収

特別徴収
　 　 　

納入 で納入します。

フ

の

徴収 を してください。

所　 　

市 明

した の 書の を記入してください。

のい れかに〇 ※
徴収（ 納付）

・ ・

して した の 書の徴収 を 特別徴収 か 徴収 に します。

特別徴収

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が る は か 税額が ききれない が る場合。
※ 事業 従 の は、 従業 が事業 従 の の場合に る。

徴収

は

（ い れかに〇）

徴収した税額（ ）は、

特
別
徴
収

所

電
話

明

　 　所　 　

フ

付

連
絡

     -

は

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

　 しい は、 額 円を

（ 10 納入 ）か 徴収し、

納入する 連絡 です。

納入書の要
（ の場合の 記 ）

所　 　

-

フ

は

伊　勢　市　

( )

、特別徴収を行 ている (6 5 )の市県民税の徴収 を下記の おり します。

（　　         ）

　　　　 　 　　　　

の 所
伊勢市 〇〇

　 伊勢

（マ ンバー）

特別徴収 に ※必要 に て は伊勢市 ー
　 ー か してください。

か
を

記入
1. 必要 要

特別徴収
　 　 　

県伊勢市 〇
連

絡

所 事

株式会社 伊勢市 電 話
（         　　）

※市記入

伊
勢
市
様
式所

記入 ・ 等に り 徴収に り える場合
  下記記入 は、10 に する の 徴収税額を、11 か 徴収に する場合。

  （ア） 税額 6 5 120,000 円 （ ）徴収 額 6 10 50,000 円 （ ） 徴収税額 11 70,000 円

は

　 しい は、 額 円を

（ 10 納入 ）か 徴収し、

納入する 連絡 です。

所

連

しい （特

れ
か
の

事

を

し
て

特別徴収
　 　 　

所　 　

フ

別徴収 ）

特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収収収 ※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は し

     -

（ア）特別徴収税額の 書の 特別徴収税額 の金額を記入してください。

（ ）（ア）の 、 か まで、いく 徴収したかを記入してください。

（ ）（ア）か （ ）を し いた金額を記入してください。

の徴収

を する場合は

してくだ

さい。

事 を

してください。
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か
を

記入
1. 必要 2. 要

特別徴収
　 　 　

県伊勢市 〇
連

絡

所 事

株式会社 伊勢市 電 話
（         　　）

※市記入

所　 　

-

フ

は

伊　勢　市　

( )

、特別徴収を行 ている (6 5 )の市県民税の徴収 を下記の おり します。

（　　         ）

　　　　 　 　　　　

の 所
伊勢市 〇〇

　 伊勢

（マ ンバー）

付

連
絡

     -

は

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

　 しい は、 額 円を

（ 10 納入 ）か 徴収し、

納入する 連絡 です。

納入書の要
（ の場合の 記 ）

特
別
徴
収

所

電
話

明

　 　所　 　

フ

市 明

した の 書の を記入してください。

のい れかに〇 ※
徴収（ 納付）

・ ・

して した の 書の徴収 を 特別徴収 か 徴収 に します。

特別徴収

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が る は か 税額が ききれない が る場合。
※ 事業 従 の は、 従業 が事業 従 の の場合に る。

徴収

は

（ い れかに〇）

徴収した税額（ ）は、 納入 で納入します。

フ

の

徴収 を してください。

所　 　

、行 ている特別徴収の徴収 を する場合は してください。 、特別徴収を行 ている を記入してください。

徴収（ 納付）

円 円

徴収

特別徴収
　 　 　

※納入書に記 の を記入

円

（マ ンバー）

は

(ア)特別徴収税額（ 税額） ( )徴収 額（納付 額） ( ) 徴収税額 （ア） （ ）

か まで

※納入書に記 の を記入

の 書を 特別徴収 で しているが、 に り の徴収 を 徴収に する場合は してください。

特別徴収 に ※必要 に て は伊勢市 ー
　 ー か してください。

の
い

れ
か
の

事

を

し
て
く
だ
さ
い

税
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

（ . 用 . 額・ .事業 従 の ）

しい （特別徴収 ）

か まで

伊
勢
市
様
式所

記入 ・ 等に り 徴収をする場合
  下記記入 は、10 に する の 徴収税額を、11 で して納入する場合。

  （ア） 税額 6 5 120,000 円 （ ）徴収 額 6 10 50,000 円 （ ） 徴収税額 11 70,000 円

納入する 連絡 です。

連
絡

か
を

記入

納入書の要
（ の場合の 記 ）（　　         ）

　　　　 　 　　　　電
話

徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収収収（（（（の （ 用 額・ 事業 従 の ）

しい （特

れ
か
の

事

を

し
て

特別徴収
　 　 　

所　 　

フ

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は し特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収収収

別徴収 ）

     -

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

　 しい は、 額 円を

（ア）特別徴収税額の 書の 特別徴収税額 の金額を記入してください。

（ ）（ア）の 、 か まで、いく 徴収したかを記入してください。

（ ）（ア）か （ ）を し いた金額を記入してください。

の徴収

を する場合は

してくだ

さい。

事 を

してください。

い の納入 の で納入するかを

記入してください。
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(ア)特別徴収税額（ 税額） ( )徴収 額（納付 額） ( ) 徴収税額 （ア） （ ）

か まで

※納入書に記 の を記入

の
い

れ
か
の

事

を

し
て
く
だ
さ
い

税
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

の 書を 特別徴収 で しているが、 に り の徴収 を 徴収に する場合は してください。

（ a. 用 b. 額・ c.事業 従 の ）

しい （特別徴収 ）

事

か まで

※納入書に記 の を記入

円

（マ ンバー）

は

、行 ている特別徴収の徴収 を する場合は してください。 、特別徴収を行 ている を記入してください。

徴収（ 納付）

円 円

徴収

特別徴収
　 　 　

納入 で納入します。

フ

の

徴収 を してください。

バ

所　 　

市 明

した の 書の を記入してください。

のい れかに〇 ※
徴収（ 納付）

・ ・

して した の 書の徴収 を 特別徴収 か 徴収 に します。

特別徴収

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が る は か 税額が ききれない が る場合。
※ 事業 従 の は、 従業 が事業 従 の の場合に る。

徴収

は

（ い れかに〇）

徴収した税額（ ）は、

特
別
徴
収

所

電
話

明

　 　所　 　

フ

付

連
絡

株式会社

伊勢市 〇〇

は

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

　 しい は、 額 円を

（ 10 納入 ）か 徴収し、

納入する 連絡 です。

納入書の要
（ の場合の 記 ）

所　 　

-

フ

は

伊　勢　市　

( )

、特別徴収を行 ている (6 5 )の市県民税の徴収 を下記の おり します。

（　　         ）

　　

の 所
伊勢市 〇〇

　 伊勢

（マ ンバー）

特別徴収 に ※必要 に て は伊勢市 ー
　 ー か してください。

か
を

記入
1. 必要 要

特別徴収
　 　 　

県伊勢市 〇
連

絡

所 事

株式会社 伊勢市 電 話
（         　　）

※市記入

伊
勢
市
様
式所

記入 ・ に り別の事業所で特別徴収を する場合
  下記記入 は、10 に する に する徴収 を、11 か での特別徴収にする場合。

  （ア） 税額 6 5 120,000 円 （ ）徴収 額 6 10 50,000 円 （ ） 徴収税額 11 70,000 円

納納納納納納納付付付付付付付付付付付付））））

納入 で納入します。徴収した税額（ ）は、

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

の 書を 特別徴収 で しているが、 に り の徴収 を 徴収に する場合は してください

して

徴収 を してください。

（ い れかに〇）

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が る は か 税額が ききれない が る場合。

c.事業 従 の ） 徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収収収（（（（ 納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付付付））））（ a. 用 b. 額・の
のい れかに〇 ※

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が
※ 事業 従 の は、 従業 が事業 従 の の場合に る。

（ア）特別徴収税額の 書の 特別徴収税額 の金額を記入してください。

（ ）（ア）の 、 か まで、いく 徴収したかを記入してください。

（ ）（ア）か （ ）を し いた金額を記入してください。

の徴収

を する場合は

してくだ

さい。

事 を

してください。

特別徴収税額の 書 を に、徴収する 額を ・ を

する事業所 必 連絡していただき、 の を記入してください。

伊勢市で をお持 でない事業所

は を してください。

※
こ
の
場
合
の「
転
勤
」と
は
、
関
連
事
業
所
と
の
間
で
行
わ
れ
る
勤
務
地
の
変
更
を
伴
う
も
の
を
い
い
ま
す
。

関
連
事
業
所
で
は
な
い
事
業
所
へ
の
転
職
は
該
当
し
ま
せ
ん
。
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か
を

記入
1. 必要 2. 要

特別徴収
　 　 　

県伊勢市 〇
連

絡

所 事

株式会社 伊勢市 電 話
（         　　）

※市記入

所　 　

-

フ

は

伊　勢　市　

( )

、特別徴収を行 ている (6 5 )の市県民税の徴収 を下記の おり します。

（　　         ）

　　　　 　 　　　　

の 所
伊勢市 〇〇

　 伊勢

（マ ンバー）

付

連
絡

     -

は

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

　 しい は、 額 円を

（ 10 納入 ）か 徴収し、

納入する 連絡 です。

納入書の要
（ の場合の 記 ）

特
別
徴
収

所

電
話

明

　 　所　 　

フ

市 明

した の 書の を記入してください。

のい れかに〇 ※
徴収（ 納付）

・ ・

して した の 書の徴収 を 特別徴収 か 徴収 に します。

特別徴収

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が る は か 税額が ききれない が る場合。
※ 事業 従 の は、 従業 が事業 従 の の場合に る。

徴収

は

（ い れかに〇）

徴収した税額（ ）は、 納入 で納入します。

フ

の

徴収 を してください。

所　 　

、行 ている特別徴収の徴収 を する場合は してください。 、特別徴収を行 ている を記入してください。

徴収（ 納付）

円 円

徴収

特別徴収
　 　 　

※納入書に記 の を記入

円

（マ ンバー）

は

(ア)特別徴収税額（ 税額） ( )徴収 額（納付 額） ( ) 徴収税額 （ア） （ ）

か まで

※納入書に記 の を記入

の 書を 特別徴収 で しているが、 に り の徴収 を 徴収に する場合は してください。

特別徴収 に ※必要 に て は伊勢市 ー
　 ー か してください。

の
い

れ
か
の

事

を

し
て
く
だ
さ
い

税
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

（ . 用 . 額・ .事業 従 の ）

しい （特別徴収 ）

か まで

伊
勢
市
様
式所

記入 ・ 等に り の徴収 を 徴収に する場合
  下記記入 は、3 に する の 徴収税額を、4 で して納入し、 に して した 書の徴収 を

特別徴収か 徴収に する場合。

（ア） 税額 6 3 120,000 円 （ ）徴収 額 6 3 100,000 円 （ ） 徴収税額 11 20,000 円

（ 10 納入 ）か 徴収し、

納入する 連絡 です。

所

連
絡

か
を

記入
1. 必要 2.納入書の要

（ の場合の 記 ）（　　         ）

　　　　 　 　　　　電
話

しい （特

れ
か
の

事

を

し
て

特別徴収
　 　 　

所　 　

フ

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は し特別別別別別別別別別別別別別別別徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収収収

徴収 ）

     -

※ の場合の は、関連事業所 の間で行 れる の を のをいいます。関連事業所ではない事業所 の は しません。

　 しい は、 額 円を

のい れかに〇 ※

※ 用 は、 用で 事業所で特別徴収されている場合。 ※ 額・ は、 が されない が
※ 事業 従 の は、 従業 が事業 従 の の場合に る。

徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴徴収収収収収収収収収収収収 の （ . 用 . 額・ .事

（ア）特別徴収税額の 書の 特別徴収税額 の金額を記入してください。

（ ）（ア）の 、 か まで、いく 徴収したかを記入してください。

（ ）（ア）か （ ）を し いた金額を記入してください。

の徴収

を する場合は

してくだ

さい。

事 を

してください。

い の納入 の で納入するかを

記入してください。

の 書を 特別徴収 で に している場合は、 してください。
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特別徴収 の ※必要 に て は伊勢市 ー
　 ー か してください。

の 所
所

は

　※下記 が の場合は の が納 なります。

※ し、 に事 し、 に税額を いたしますので、

　か の なる に きご了承ください（下 参 ）。

（ ）

・ 納付等を た 、 徴収での は に の え、

　記入してください。

・ の書 を し、 に している 徴収 に

　 いては、特別徴収に り える は 下 参 。

、 する
※
を記入してください。

( が の場合、 なり、 記入。

※電話等により口頭で税額をお伝えすることはできませんので

　ご了承ください。

電 話
- -

（　 　　）

1.　必要　　　2.　 要

フ

納入書の要
か
を

記入

※市記入

市役所

（マ ンバー）

は

事業所様

かを

付

　 　所　 　

フ

特
別
徴
収

所　 　

明

　　 　　

伊　勢　市　

　

徴収の納

特別徴収（ ）

・

　

税額

税額 発
納入

事

事

※2 を超えて記入する場合は、 （6 ）
か の 等で か が ま ている

等。

- 特別徴収
　 　 　

記 所 に いて、下記の おり特別徴収 の を します。

徴収（ 納付）

は

口

連

絡

所
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連

絡

所

電 話

（            　　）

は

付

　 　所　 　

フ

特
別
徴
収

所　 　

1.明 2.
3. 4.

伊　勢　市　

( )

　

県伊勢市 〇

特別徴収 の ※必要 に て は伊勢市 ー
　 ー か してください。

-

株式会社 伊勢市は

フ

の 所

（マ ンバー）

は

伊勢市 〇〇 市 明所

特別徴収
　 　 　

伊勢

・

　か の なる に きご了承ください（下 参 ）。

（ ）

・ の書 を し、 に している 徴収 に

税額

税額 発市役所

口

特別徴収（ ）
1. 必要 2. 要納入書の要

か
を

記入

( ) が の場合、 なり、 記入。

かを

・ 納付等を た 、 徴収での は に の え、

　記入してください。

※市記入

記 所 に いて、下記の おり特別徴収 の を します。

徴収（ 納付）

、 する
※
を記入してください。

事業所様
徴収の納

　※下記 が の場合は の が納 なります。

※ し、 に事 し、 に税額を いたしますので、

事

　 いては、特別徴収に り える は 下 参 。

　

事

※2 を超えて記入する場合は、 （6 ）
か の 等で か が ま ている

等。

※電話等により口頭で税額をお伝えすることはできませんので

　ご了承ください。

伊
勢
市
様
式

納入

記入 たに特別徴収を希望される場合
  下記記入 は、 まで 徴収で納 た が、 等に り の を 10 の か の特別徴収に する場合。

・
口

伊勢市で をお持 でない事業所

は を してください
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　　 　　（　　　　）　

　　 所 （ ）　　 付先 （ ）

　　　　　　 　　 ：

：

　　　　　　　　

　　

理 係 LTAX

　所

　 所 者 所 者

　 特別徴収 者

　　　　　
（ ビ ）

　　　　
（ 　　 ）

　　　 　　　　　　　　　　(        ) 　　　　　　　　　　 　　     ) 

　　　　

市
／ ／

県

市

先

先

市

理
年月日

年　　 月 　　日

所　　 　　
（ 　　所 ）

  伊　勢　市　

特別徴収 所 ・ 書

理

者

特
別
徴
収

者

所
（ 所） 　　 特別徴収 者

　
（ ）

連
絡

者

係　　　　　年　　　月　　日

（ 先）
者
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（注意）

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（ 下の ）

　下

　 納や しい納入 が
る な場合に いては、
の特 の承認を り す場合
が ります。

　 に市税の 納が り、 は
　 において しい納付 しくは
　納入の の事 が る場合にお
　いて、 れがや を ない に
　 る ので る きは、 の

　申請の に納 の
　特 に いて、 の承認を り
　された が る場合には、 の
　

　 に納 の特 の承認
を ていた事業所に
て、 き き納 の
特 の承認を たい場合、

されますので、申請
の必要は りません。

承
認

（ ）
※

市

記

入

承　認

県

の

市

に

す
る
場
合

ご
使
用
い
た
だ

ま
す

を

し
て

の
市

を
記

し
て
く
だ
さ
い

（　 　 納 ） の納入に る市民税・県民税の特別徴収税額

　納 の特 に いて承認を
ていた事業所は、 の
を る が

でなくな た場合には、
の を やかに市 に
な れ なりません。

申請の か 間の の
の を た の 及び の

金額（ は に
る の）

　 の申請の要 で る
の を る の が

い の
は、 に に たない い

で て、 な
などにおいて に い入れ
た がいる な場合には、

の を いた が
で る です。

特 の 用を する税額

　 税 の の 及び市税 等の に る特別徴収税額の納 の特 に いて、承認を たいので申請します。

特別徴収税額の納 の特 に関する申請書

　　　 　　 　　
申

請

は の
及び

　（ ）

　　伊 勢 市 所 は 所

特別徴収

電話
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特別徴収税額の納 の特 の を いた場合の 出書

（ ）
特別徴収 者

定

所 地
（ 所）

法人

納 の特 を た税額

市税 等の 定により 出をします。

県

の
他
市

に
提
出
す
る
場
合

用
い
た
だ

ま
す
。

を

し
て
、

提
出

の
市

を
記
載
し
て

だ
さ
い
。

市

記

入

納 の特 の の
による納 の特

分から 分までの

納 は となる。

分から
分まで

円
通
知

納 の特 の を いた

１ 給与の いを る人が 10人未満でな なったた

２ 納 の特 の がな なったた

３ その他（ ）

出

者

  年  

（ ）

           市 
当 者

三
重
県
内
全
市
町
共
通
様
式
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Ｂ この用紙は控ですから貴社（所）で保存してください。 Ａ

00 0 02

※お願い

控
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・訂正の際は、修正テープ・修正液等を使用しないでください。

・ボテ・カスレの少ない黒ボールペンを使用してください。



24

9 10

8

9 10

8

9 10

80

　記入 りや 金の 、 は 所 に る税額の を納入する場合等に使用してください。

　納入書等の 納入金額（ ） の 等に納入金額を記入し、 合 額 に れ の合 額を記入してください。また所 所に 及び

納 を記入してください。 所 に る税額の の場合は、記入（ ） 参 してください。

（１）納入すべき税額が印字されていない納入書（予備の納入書等）を使われる場合

10 10

8

9

8

9

　 納入金額（ ） を必 で し、 納入金額（ ） の 合 額 に納入す き税額を記入してください。

　 所 に る税額がない場合は、 所 には、 記入しないでください。

（２）納入金額（給与分）が変更になった場合

109

記 入
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10 10 10

8 26

8

8

9

8

9 9

　 納入金額（ ） を必 で し、 納入金額（ ） の に 所 に る納入金額を、 所 に 所 に

る納入金額を、また 合 額 に れ の合 額を記入してください。

　なお、 所 に る税額の を納入する場合は、 の納入書を使用してください。（記入 （ ）を参 してください。）

（３）納入金額（給与分）に退職所得に係る税額を併せて納入する場合
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ＣＶＳ収納用（ご注意）金額を訂正した場合、コンビニエンスストアでは納付できません。

バーコードの印字がされていない場合は、コンビニエンスストアでは納付できません。

本書のとおり領収しましたので通知します。（あて先）伊勢市会計管理者

1 0 0 0 0

連絡先：伊勢市役所 収納推進課 管理係

電話：0596-21-5537

※ コンビニエンスストア及びスマートフォン
で納入していただいた場合、伊勢市で納付
確認が完了するまで2週間ほどかかりま
す。納付証明書の申請等をされる場合は領
収証書を持参してください。なお、スマー
トフォンで納入していただいた場合、領収
証書は発行されませんので、ご了承くださ
い。

　市民税・県民税（特別徴収）を コンビニ
エンスストア及びスマートフォンで納入する
には、バーコード付きの納入書が必要ですの
で、希望する事業所は下記まで連絡してくだ
さい。

※

従来の納入書はコンビニエンスストア及び
スマートフォンでは納入できませんので注
意してください。（市役所の窓口や金融機
関では今までどおり使用できます。）

※

金額が30万円を超える場合は、コンビニエ
ンスストア及びスマートフォンでは納入で
きません。

領収証書

延滞金

税　額

合計額

書付納書知通済収領

上記のとおり納付します。

市民税・県民税（特別徴収）の
コンビニエンスストア及びスマートフォンでの納入について

00000000000000000000

000000000000000000
50

株式会社 〇〇〇〇様 納期限：○○年7月10日

公

円

円

円

（91）929233-70108081000001011
999999-0-0200000-9

納 入 場 所

伊勢市役所・伊勢市指定金融機関

伊勢市収納代理金融機関

三重・愛知・岐阜・静岡の各県内

ゆうちょ銀行及び郵便局

こ
の
納
付
書
は
直
接
機
械
に
よ
り
読
み
取
り
ま
す
の
で

汚
し
た
り
折
り
曲
げ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い

ゆうちょ銀行取りまとめ店 〒469-8794 ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター

受付店→(取りまとめ店)百五銀行伊勢支店→伊勢市

領 収 日 付 印

伊
勢
市
／
コ
ン
ビ
ニ
本
部
保
管

金
融
機
関
／
コ
ン
ビ
ニ
店
舗
保
管

上記のとおり領収しました。
領収証書は領収日付印によって効力が生じます。

伊勢市出納員・伊勢市指定金融機関

伊勢市収納代理金融機関

三重・愛知・岐阜・静岡の各県内ゆうちょ銀行及び郵便局

株式会社 〇〇〇〇 様 株式会社 〇〇〇〇 様

納
付
者
保
管

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
し
て
い
た
だ
い
た
場
合

納
付
確
認
が
完
了
す
る
ま
で
原
則
2
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す

納
税

納
付

証
明
書
の
申
請
を
さ
れ
る
場
合
は

領
収
証
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い

お
問
い
合
わ
せ
窓
口
は
裏
面
に
記
載
し
て
お
り
ま
す

領 収 日 付 印 領 収 日 付 印

公 公

００８１０－６－９６０２１６ 加 入 者 伊 勢 市

賦課年度 対象年度 税 目 期別 納税通知書番号

◯◯ ◯◯ 市県民税特別徴収 ６月 0001234567

収納代行（株）△△△△ 三重県伊勢市 24203 収納代行（株）△△△△ 三重県伊勢市 24203 収納代行（株）△△△△ 三重県伊勢市 24203

バーコード付
きの納付書が
必要です。（91）929233-70108081000001011

999999-0-0200000-9

00810-6-960216 加入者 伊勢市

賦課年度 ◯◯ 対象年度 ◯◯

税 目 市県民税特別徴収

税 目 ６月

納税通知書 0001234567

税 額

延滞金

合計額

10,000 円

円

円

納期限 ◯◯年7月10日

00810-6-960216 加入者 伊勢市

賦課年度 ◯◯ 対象年度 ◯◯

税 目 市県民税特別徴収

税 目 ６月

納税通知書 0001234567

税 額

延滞金

合計額

10,000 円

円

円

納期限 ◯◯年7月10日




